
 

 

 

 

 

飲食関連事業者等を対象とした事業継続支援金【まん延防止等重点措置枠】 
※対象は飲食店ではなく、タクシーや代行業、飲食店との取引のある事業者（酒や食材、資材などを納

めている事業者。大工や電気水道など設備事業者。飲食店の車検を行う事業者 等）などです。 
 

 新潟県より、まん延防止等重点措置の適用に伴う令和 4 年 1 月 21 日以降の飲食店等への営業時

間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等（飲食店と直接取引している事業者及びタク

シー事業者・自動車運転代行業者）に対し、事業継続に向けた支援金を支給されます。 
 

●支給額 

県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者 20万円（県内で複数店舗の場合 40万円） 
 

 ●受付期間 

令和 4年 2月 28日（月曜日）から令和 4年 5月 31日（火曜日）まで ※締切日消印有効 
 

 ●対象者 ※一部抜粋 詳細は新潟県ホームページをご確認ください。 

（1）新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主 

（2）県内の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること。ただし、タクシ

ー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事

業所を有し、一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は自動車運転代行業を営む者として公安委員

会の認定を受けていること 

（3）法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること 
 

●支給要件 

事業者全体の売上高について、令和 4 年 1 月から令和 4 年 3 月までのいずれ

か 1か月において、前年（又は前々年）同月比で 20％以上減少していること 
  

●申請方法及びお問合せ先 

申請書に添付書類を添えて、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で「郵送」となります。 

〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山 4丁目 1－28藤巻ビル 2階 

新潟県事業継続支援金センター 宛  お問合せ先等電話番号：050-5443-3037 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新潟県南魚沼市塩沢 1112-32 

発行：塩沢商工会 

TEL 025-782-1206 

FAX 025-782-4044 

https://shiozawasho.jp/ 

mail : shiozawa@shinsyoren.or.jp 

商工会は、地域事業者の皆様のご発展と創業を予定される皆様をご支援いたします。 

金融・労務・税務など経営の様々な課題を行政や支援団体と連携して解決を図ります。 

南魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 
【第 1期】1月 21日 ～ 2月 13日分  【第 2期】2月 14日 ～ 3月 6日 

 

協力金の申請が、申請期間が【第 1期】4 月 15日(金)まで、【第 2期】5月 13日(金)までとそれ

ぞれ異なっております。申請書については南魚沼市ホームページよりダウンロードしてください。イン

ターネット環境やプリンタが無い場合など申請書を準備できない場合は、商工会にて申請書をお渡しい

たしますのでお気軽にお問い合わせください。今回の申請については、昨年９月の申請とは違い、商工

会への提出ではなく、南魚沼市役所へ郵送での提出となりますのでご注意ください。 

事業復活支援金（個人最大 50 万円・法人最大 250万円） 
申請期日：令和 4年 5月 31日（火）まで 

 

塩沢商工会では、ご自身で事業復活支援金を申請できない会員の

皆様を対象に申請のサポートを行っております。予約制となります

ので塩沢商工会までご連絡ください。 

※本申請を行う前に、事前に商

工会や金融機関、顧問税理士

等で事前確認が必要ですの

で、お早めに事前確認を済ま

せてください。 



商工会に労働保険の事務委託をされている皆様へ 
  

労働保険料の正しい金額算定を行うための手続きが年度更新です。皆様から概算でいただいている

保険料と、実際の 1年間の実績で計算した保険料との過不足を計算する大切な事務となります。 

商工会に事務委託をされている事業所につきましては、年度更新のための書類を送付させていただ

きます。書類作成の上、期限内の提出にご協力をお願いいたします。 

 書類提出期限：４月 28日（木）  

※一括有期事業（建設業等）の報告につきましては、請負金額を 税抜き で報告してください。 

 詳しくは３月に、お送りいたしました年度更新のお知らせをご確認ください。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ご融資額   ２,０００万円以内 
返済期間   運転資金  ７年以内 

         設備資金 １０年以内 

利   率   年 １.２2％（R4．3．1現在） 

マル経融資ご案内 

無担保！・無保証！ 

小規模事業者向けの融資 

仕入や、諸経費の支払い資金、自動車や機械等の設
備資金を必要とする方はお気軽にご相談ください。 

※条件により市の利子補給制度を受けることができます。 

まずはご相談ください!! 

  塩沢商工会(電話 025-782-1206) 

日本政策金融公庫 

塩沢商工会 今後の主な予定等 
 

４月 6日(水) 中越地区商工会長会 

女性部 監査会・役員会 

４月 7日(木) 建築組合 監査会・役員会 

４月１４日(月) 中之島支部 総会 

４月２０日(水) 塩沢支部 総会 

４月 22日(金) 商工会監査会 

４月 27日(水) 商工会理事会 

めっきり暖かくなりました。雪解けが進み土が見えて

くると、ついつい薄黄緑の彼を探してしまいます。採れ

たら最初はどうやって食べようか考えますが、やっぱり

天ぷらです！ 

沢山採れたらふき味噌。寒い冬を乗り切った後の春の

恵は大切に美味しく頂きたいと思います。（広瀬） 

あ
と
が
き 

お待たせしました！２年ぶりの再開！ 

つむぎ通り軽トラ市 2022 
 

地域の皆様、出店者の皆様、関係団体の皆様か

ら支えられて、節目の 10 周年を迎えることが

できました。誠にありがとうございます。 

本年も５月から 11 月の毎月第一日曜日、朝

９時から午後 1 時まで塩沢駅前通り（通称：つ

むぎ通り）にて開催予定です。地元の農産物や民

芸品、手作り小物、県内外の果物など季節によっ

て販売品が変わってきます。お楽しみに。 
※コロナウィルスの影響により、中止になる場合もあります。中止の際には HP等で周知いたします。 

開催日 

5 月 1 日(日) 

６月 5 日(日) 

７月 3 日(日) 

８月 7 日(日) 

９月 4 日(日) 

10 月 2 日(日) 

１１月 6 日(日) 

 

 

軽トラ市では、出店者を募集中です。 

つむぎ通りＨＰ、商工会までお問い合

わせください。 

 

職員異動のお知らせ 
 

この春、職員の異動がありましたのでお知らせいたします。笛田主任が中里商工会に異動となり、広

神商工会より戸田主事が着任いたしました。前任者同様に宜しくお願いいたします。 
 
退任挨拶   経営支援室 主任 笛田 雅子 
 

塩沢商工会では、気持ちよく仕事をさせていただきあ

りがとうございました。すべて会員並びに役職員の皆

さまのご厚情と誠心誠意のお蔭であり、心より感謝申

し上げます。塩沢商工会の会員の皆様のさらなる発展

と、皆様のご活躍、ご健康をお祈りして、異動の挨拶に

代えさせていただきます。 

新任挨拶  経営支援室 主事 戸田 由貴子 
 

4 月から広神商工会より人事交流でお世話になること

になりました戸田と申します。 

一日も早く地域に慣れ、会員の皆様方のお手伝いがで

きるよう精いっぱい頑張りますので、 ご指導・ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。 


